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【手続補正書】
【提出日】平成20年12月16日(2008.12.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血管内への挿入に適した寸法を備えたカニューレ及び前記カニューレに結合された拡張
可能な物体を有する装置であって、前記拡張可能な物体は、前記血管中への挿入に適した
第１の外径と、前記第１の外径よりも大きく且つ前記血管の内周部の形状を修整してほぼ
同じ周長を保持する最大寸法を備えた第２の外径とを有する、装置。
【請求項２】
　キットであって、
　血管内への挿入に適した寸法を備えたカニューレ及び前記カニューレに結合された拡張
可能な物体を有し、前記拡張可能な物体は、前記血管中への挿入に適した第１の外径と、
前記第１の外径よりも大きく且つ前記血管の内周部の形状を修整して同じ周長を保持する
最大寸法を備えた第２の外径とを有し、
　血管を通して前記拡張可能な本体上に展開配備されるのに適する直径を備えたステント
を有する、キット。
【請求項３】
　血管内への配置に適した拡張直径を備える拡張可能なフレーム構造を有する装置であっ
て、前記拡張可能なフレーム構造は、第１の端部、第２の端部、及び前記第１の端部と前
記第２の端部との間に位置していて、前記フレーム構造を貫通したルーメンを構成するポ
リマー材料を有する、装置。
【請求項４】
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　血管内への挿入に適する直径を備えた拡張可能な本体を有する装置であって、前記拡張
可能な本体は、第１の折り畳み直径から２気圧未満のインフレーション圧力に応答して第
２の大きな拡開直径に変更可能であり、変更後、２気圧未満のインフレーション圧力では
非応従性である、装置。
【請求項５】
　血管内への挿入に適する直径を備えた拡張可能な本体を有する装置であって、前記拡張
可能な本体は、第１の直径からインフレーション圧力に応答して第２の大きな直径に変更
可能であり、前記第２の直径は、前記血管の内径よりも小さく、変更後、増大したインフ
レーション圧力における応従性が低い、装置。
【請求項６】
　脆弱性プラークの長さよりも長い長さ寸法を定める第１の端部及び第２の端部を有する
バルーン拡張型管腔内フレーム構造を有する装置であって、前記フレーム構造は、前記第
１の端部のところに軸方向に向けられた固定部分を有し、前記第２の端部は、血管に固定
可能であり、前記第２の端部は、前記第１の端部と前記第２との間の中間部分を、前記中
間部分を血管に固定することなく支持する、装置。
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